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政務調査費マニュアル

Ⅰ 政務調査費とは

政務調査費は､地方議会の活性化を図るため､地方自治法第100条第13項及び第14
項並びに政務調査費の交付に関する条例の規定に基づき､山口県議会議員(以下｢議員｣

という｡)が行 う県の事務及び地方行財政制度に関する調査研究 (以下 ｢調査研究｣

というO)に資するため必要な経費の-部として交付されるものです｡
したがって､交付された政務調査費は､議員が行 う調査研究活動に直接必要な経費

に充てること (実費弁償)が原則であり､これ以外の経費に充当することは認められ
ませんO

Ⅱ 交付制度の根拠規定

政務調査費に関係する規定は､次のとおりですo
l 地方自治法 (第100条第13項及び第14項)
2 政務調査費の交付に関する条例 (以下 ｢条例｣というO)
3 政務調査費の交付に関する条例施行規程(以下 ｢施行規程｣というo)
4 政務調査費の交付に関する条例施行規程第 5条第3項の規定に基づく
収支報告書等の閲覧に関する要綱 (以下 ｢閲覧要綱｣という｡)

5 政務調査費の交付に関する事務処理要領(以下｢事務処理要領｣という｡

6 政務調査費の使途基準の運用方針(以下 ｢運用方針｣という｡)

Ⅲ交付制度の概要

政務調査費の交付制度の概要は､下記のとおりですO
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交 付 対 象 議員の職にある者 (条例第2条第1項)

交 付 額 月額35万円 (条例第2条第2項)

交 付 方 法 四半期毎 (条例第5条)

使 途 基準に定める使途以外に使用してはならないO(条例第6条､
施行規程第3条)

収 支 報 告 書 等 ･収支 報 告書及び領収書その他の書面の写し等 (以下 ｢収支報告
書等 ｣ というo)を､年度の終了の翌日から起算して30日以内
に提 出 しなければならないO(条例第7条第1項､第 3項)

･辞職 等 により議員で な くなったときは､収支報告書 等 を辞職等
の日の翌Ejから起 算 して30日以内に提出しなければならない○
(条 例 第7条第2項)

書類の整理保存 支出の内訳を明らかにした会計帳簿を調製し､証拠書類とあわ
せで5年間保存しなければならないO(条例第8条)

調 査 議長は､政務調査費の運用の適正を期するために必要があると
認めるときは､収支報告書について調査をすることができるo(条
例第9条)

政務調査費の返還 ･辞職等により議員でなくなったときは､翌月分以降の政務調査
費を返還しなければならないo(条例第5条第4項)

･交付を受けた総額に残余がある場合は返還しなければならな
い○(条例第10条)

収支鞭告書等の閲覧 何人も､収支報告書等の閲覧を請求することができる,,(条例
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Ⅳ 制度の詳細

政務調査費の交付制度の詳細は､下記のとおりです.

1 交付対象と交付鴇

政務調査費は､議員の職にある者に対して､月額35万円が交付されます｡(条例
第2条第 1項､第2項)

交付額は､35万円に当該年度の任期の月数を乗じて得た額となります｡(条例第
2条第3項)
ただし､月の中途において議員の任期が開始したときは､当該開始した日の属す

る月乱 任期の月数に算入されません｡(条例第2条第3項)
なお､月の中途において辞職等の事由により議員でなくなったときは､当該事由

が生じた日の属する月は､任期の月数に算入されますO(条例第2条第4項)

2 交付方法等

(1) 通常の場合
① 毎年度当初に､交付権者である知事 (以下 ｢知事｣という｡)による政務調
査費の交付決定 (年間額)が行われます｡(条例第4条)

② 交付決定の後､毎四半期の最初の月 (4月､7月､10月､1月)の10日まで
に請求書を提出していただき､速やかに指定された口座に振 り込むこととされ
ていますO(条例第5条第 1項､第2項及び第3項)

(参考)政務調査費の交付は､調査研究活動への配慮から請求月に速やかに請
求書を取りまとめ､当該月の10日 (4月は15Eり に振 り込むという運用
をしておりますので､議員各位の御協力をお原臥､しますa

(2) 年度の中途において議員でなくなった場合
① 議員でなくなった日の属する月までの交付額による変更交付決定が行われま

すO(条例第4条)
② 既に交付されている政務調査費に過渡し分がある場合は､これを返還 してい

ただくこととなりますO(条例第 5条第4項)
【詳細は ｢9 政務調査費の残余の返還｣の項 (17頁)を参照してください｡】

(3) 年度の中途において議員となった場合
① 知事による政務調査費の交付決定 (議員となった月の翌月分以降の年間額)

が行われます｡(条例第4条)
② 議員となった月の翌月の属する四半期分の政務調査費は､議員となった月の

翌月に速やかに交付され､以後は､四半期の最初の月に交付されますO(条例
第5条第 1項､第2項及び第3項)

3交付上の諸手続

(1) 請求書の様式
転四半期に提出していただく請求書は､施行規程別記第 1号様式 (33頁参照)

です｡
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(2) 振込口座の申出
① 毎年度､第 1四半期分の請求書提出時に､政務調査費の振込みを受ける金融

機関の名称等を記載 した ｢口座振替申出書｣(事務処理要領別記第 1号様式
(27頁参照))を提出していただきますO

② 年度の中途において､振込を受けている口座を変更する場合､又は年度の中
途に議員 となった場合も同様ですD

③ なお､振込を受ける口座は､政務調査費の収支を明確にする上からも､政務
調査費専用とすることが望ましいと考えられます｡

4 使途基準

(1) 実費弁償の原則
議員が行 う調査研究活動は､議員の自発的な意志に基づいて行われるものであ

ることから､政務調査費は､社会通念上妥当と考えられる範囲のものであること
を前提とした上で､議員が行 う調査研究活動に要した費用の実費に充当 (実費弁
償)することが原則です｡

(2) 充当の範囲
政務調査費の充当の範囲は､調査研究に直接必要とする経費に限られ､たとえ

調査研究に使用する場合であっても､議員の私的財産の形成等につながるものに
は充当できません｡また､前年度及び翌年度の経費には充当できません｡

(3) 政務調査費の費目ごとの使途基準 (施行規程第 3条)

費 目 内 容

調 査研 究 費 視察の旅費､調査委託料等､議員が行 う調査研究並びにその委託
に要する経費

研 修 費 会費､旅費等､議員又は議員の使用する秘書等が行う研修会､講
演会等-の参加に要する経費

会 議 費 施設使用料､器具使用料等､議員が行う県民の県政に関する要望
又は意見を聴取するための会議に要する経費

資 料 費 印刷製本費､書籍購入費等､議員が行う調査研究のために必要な
資料の作成又は購入に要する経費

広 報 費 広報資料の印刷費又は送料等､議員が行う議会における活動状況
等の広報に要する経費

事 務 所 費 賃借料､光熱水費等､議員が行う調査研究のために必要な事務所
の設置又は維持管理に要する経費

事 務 費 備品購入費､通信費等､議員が行う調査研究に伴う事務に要する
経費

人 件 費 給料､手当等､議員が行う調査研究を補助する職員の雇用に要す
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(4) 政務調査費の充当が不適切な経費 (参考例示)

① 政党活動経費

･党費及び党大会の賛助金､参加費､参加旅費等

･政党活動､県連 (政党等)活動経費

･政党の広報紙､パンフレット､ビラ等の印刷 ･発送経費

･政党組織の事務所の設置維持管理経費 (人件費を含む)

･党会派の役員経費

② 選挙活動経費

･選挙運動及び選挙活動に要する経費

③ 後援会活動経費

･後援会活動に要する経費

･後援会の広報紙､パンフレット､ビラ等の印刷 ･発送経費

･後援会主催の報告会等の開催経費

④ 私的経費

･慶弔儲別費等 (病気見舞い､香典､祝金､健別､寸志､中元 ･歳暮等の費用､

慶弔電報､年賀状の購入又は印刷等の経費)

･冠婚葬祭への出席に要する経費 (葬儀､祝賀会､結婚式､祭 り)

･議員個人の私的な旅行､親睦会､レクリェ-ション等に要する経費

･個人の立場で加入している団体などの会費 (町内会費､pTA会費､商工会

費等で議員個人に帰属するもの)

⑤ その他の経費

･挨拶､会食やテープカットのみの行事-の出席に要する経費

･飲食を主目的とする懇談会経費

･議員が他の団体の役職を兼ねている場合､その団体の理事会､役員会や総会

-の出席に要する経費

･自動車の購入及び維持管理に要する経費

･事務所の購入及び維持管理 (光熱水費を除く)に要する経費

･事務所に設置する絵画等の美術 ･装飾品及び冷蔵庫､エアコン､ソファー等

の購入に要する経費

･公職選挙法の制限や社会通念上妥当と考えられる範囲を超えた飲食その他､

法令等の制限に抵触すると考えられる経費

【参考】｢公職選挙法｣(第199条の2:寄付行為の禁止)

選挙区内にある者に対し､いかなる名義を持ってするを問わず､飲食

初 (湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く｡)を提供 し

てはならない｡
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(1) 交通費及び宿泊費の取扱い
交通費及び宿泊費の充当に当たっては､｢山口県議会議員の諌員報酬､費

用弁償及び期末手当に関する条例 (以下 ｢費用弁償条例｣という｡)｣別表第
2に規定する公務に伴 う旅行の場合における費用弁償との均衡を図る必要が
ありますが､合理的な理由がある場合は､社会通念上妥当と考えられる範鰐

までの充当は可能ですo

【詳細 ま ｢費目別充当指針｣ 2 経費の内容(1)交通費､(2)宿泊費の項 (7
頁)を参照してください｡】

(2) 交通費の取扱いの特例
実費弁償が原則ですが､自家用車を使用した場合の交通費 (燃料代)につ

いては実費の算出が困難なことから､特例として費用弁償条例別表第 2に規
定する1キロメー トル当たりの車賃によって支出することも可能ですo
【詳細 ま ｢費目別充当指針｣2 経費の内容(1)交通費の項 (6頁)を参照
してくださいO】

(3) 按分による支出
(訂 考え方

議員の活動は､調査研究活動､
であり､一つの活動が調査研究活動
もあることから､この場合は合理的

動､政党活動､選挙活動等多彩
活動と一体として行われる場合
により按分処理するなど､按分

の割合の積算根拠を明確にし､県民の誤解を招くことのないよう経理する
必要がありますo

② 按分の方法 (例)
按分割合の算定は､次に示す考え方を参考としてください｡

ア 使用面積による按分例 (事務所費等)
調査研究活動占有面積 (△△△m2)

建物全体面積 (000m3)
- 按分割合

イ 活動実績割合等による按分例 (事務所費､事務費､人件費等)
調査研究活動(A%)

調査研究潮 (A%)+後援会欄 (Bo/O)+酎姻享柏動(C%)+そのL蛸動(i)%)
- 按分割合

(診 按分割合が明確でない場合
2分の 1を超える充当は､合理的な理由がない限り適切ではないと考え

られます｣盈分後､1円未満の端数が生じた場合は､切 り捨てて充当する
主上⊥

(4) 費目別充当指針
施行規程第3条に規定する使途基準の取扱いは､交付を受ける議員自らが

充当の適否を判断することとなりますが､取扱いの均衡を図る観点から､別

表のとおり｢費目別充当指針｣を定めましたので､判断の参考にしてください｡
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内 容

調査研究費 1 経費の概要
議員が行 う調査研究並びにその委託に要する経費 (視察旅費､

調査委託料､その他)

2 経費の内容
(1)交通費

具 体 例 : 調査視察に係る鉄道貸､船賃､航空賃､車賃 (レ
ンタカー､タクシー等)､高速道路料金､駐車場料
金､自家用車の燃料代等に対し､実費相当額の支出
が可能

留 意 点 ･① 公務による旅行の場合の費用弁償(※ 1)との均
衡を図る必要があるが､合理的な理由がある場合
は､社会通念上妥当と考えられる範囲までの充当
は可能であること

② 交通費に他の用務 との重複部分があるときは､
合理的な割合で按分すること

③ 自家用車を調査研究活動に使用した場合は､燃
料代の実費に代えて､特例として ｢1キロメー ト
ル当たり30円で計算 した額 (※ 1)｣を充当する
ことが可能であること
【※1 費用弁償条例 (30頁参照)】

○使途基準に該当しないもの (判例による事例)
補助金の要望活動をした際の旅費 (補助金の要
望活動は議員 としての通常の活動であり調査研
究活動とは認め難いとする)
地区体育大会の開会式-の交通費 (政務調活動
に資するとは認め難い議員としての交際費又は
個人的な支出であると認めるのが相当とする)

証拠書類 .(む JR､私鉄､地下鉄､バス､船舶
利用の際に徹 した領収書又は旅行代理店を通じ

て手配 した場合等における当該店発行の領収書
② タクシー､駐車料金

利用の際に徴した領収書
③ 航空機

航空賃が記載された搭乗券又は旅行代理店の領
収書

④ 自家用車
燃料代の領収書
特例として､1キロメ- トル当たり30円で計算

した額を充当した場合は､燃料代相当額として支
出証明書で整理すること

⑤ 高速道路料金
領収書又はETCの利用明細書

--慧



(2)宿泊費
具 体 例
留 意 点

調査に伴い現に要 した宿泊費
① 公務による旅行の場合の費用弁償 (※2) との

均衡を図る必要があるが､合理的な理由がある場
合は､社会通念上妥当と考えられる範囲までの充
当は可能であること

なお､宿泊料には夕食代､朝食代及び宿泊に伴
う諸雑費が含まれていること

② マッサージ､有料テ レビ料金､客室冷蔵庫使用
に伴 う経費等は充当できないこと

【※2 費用弁償条例 (30頁参照)
銅料(1夜につき) 甲舶 14,800円､乙地方13,300円】

証拠書類 : 宿泊施設が発行する明細の表示された領収書

(3)調査委託料
具 体 例 : 調査研究を議員以外の個人又は団体に委託 した場

合の委託経費
留 意 点 : 当該支出に伴 う成果を整理､保管 しておく必要が

あること

証拠書類 : 調査受託者の発行する領収書

(4)その他
具 体 例 :○使途基準に該当するもの く判例による事例)

･地方自治体等を訪問した際の食事代､喫茶代､
土産の購入代金 (土産も視察-の協力に対する
謝礼としての意味を有するものと解され､社会
通念上適正な範囲のものであれば該当する)

･調査視察に係る博物館入館料､写真代 (調査研
究活動に当たる正当な行政視察に伴 うものとし
て､社会通念上相当な範囲にとどまっているも
のであれば該当する)

-7-



1 経費の概要
議員又は議員の使用する秘書等が参加する研修会､講演会等に

要する経費 (会費､旅費､その他)

2 経費の内容
(1)会費

具 体 例 : 調査研究活動に必要 となる研修会､講演会及び議
員達盟等の会費

事例)
会の議員が
治体が抱え

･′｣lH
元

鰍
他

作
費

2:

を招いて､各

から

覇

濫

該
催
国
憲
報

に
関
の
の
の

誤

削
舶
馳

を行い､また当該国会議員
けるものであれば該当す

る)
外国の県､省､市との友好交流を進めるための
意見交換会会費
自衛隊の基地周辺住民等から自衛隊に寄せ られ
る意見や要望等を踏まえ､自衛隊幹部等と意見
交換や情報交換を行 う新年交礼会会費

留 意 点 :(丑 充当が可能かどうかは､研修会の内容又は､当
該団体の活動内容や実態が調査研究活動に適する
かどうかで判断すること

なお､議員連盟の会費については､全額は政
務調査費に充当できない｡充当する場合は､事
務局に充当の可否を確認すること

以下の会費等-の充当は適切ではないこと
･政党活動に伴 う党費､党大会賛助金等
･慶弔磯別費等 (香典､祝金等)及び冠婚葬祭
費等 (結婚式祝儀等)

･個人の立場で加入 している団体などの会費等
(町内会費､PTA会費等)

･挨拶､会食やテープカットのみの行事-の出
席に要する経費

② 意見交換を目的とした会合に付随する (連続す
る)懇談会等の会費については､会費の額が明確
に定められ､金額が社会通念上妥当と考えられる
範囲までの充当が可能であることあること

的としたなお､飲食を主たる目 会合や会派又は
議員間の懇談会等には充当できないこと

○使途基準に該当しないもの (判例による事例)
･政党主催セ ミナ-の会費 (政党活動に伴 う支出
であるとする)

証拠書類 会議等の主催者が発行する領収書
徴することが困難な場合は支出証明書で整理する

こと

(2) 旅費
調査研究費の項の交通費､宿泊費を参照のこと

.ヽ



内 容

1 経費の概要
議員が行 う県政に関する要望又は意見等を聴取するための会議

に要する経費 (施設使用料､器具使用料､その他)

2 経費の内容
(1)会場費

具 休 例 : 会議開催の会場借上経費及び会議に必要となる機
器の借上経費

留 意 点 : 後援会主催による会議に要する経費には充当でき
ないこと

証拠書類 施設管理者の発行する領収書

(2)資料印刷費
具 体 例 : 会議に必要となる資料作成経費
証拠書類 : 資料作成受託者の発行する領収書

(3)食糧費
具 体 例 : 会議の昼食代､茶菓代

○使途基準に該当するもの く判例による事例)
議会活動や調査活動の報告や地域住民からの要
望等の聴取をするために開催 した会合において
提供されたジュース､菓子及び弁当の代金 (支
出金額が社会通念上相当な範囲にとどまってい
るものであれば該当する)
少人数の会議を喫茶店で行った際の喫茶代

留 意 点 :① 公職選挙法に抵触 しないこと (選挙区内の者へ
の飲食物の提供は抵触)

② 社会通念上妥当と考えられる範囲であること

(参考)執行部では､会議の昼食代について､
1人当たりの限度額を2千円としている｡

○使途基準に該当しないもの (判例による事例)
･バー､クラブ､スナック､パブ､居酒屋､回転
寿司店､ビアガ-デン､ファミリーレス トラン
での飲食代 (当該場所の性質から見て､社会通
念上会合を行 うのに適切な場所とは言えない)

･割烹､懐石料理などの和食店の飲食代 (調査研
究又は会議の目的のために､これらの店舗で飲
食をする必要性及び社会通念上の相当性があっ
たとは認め難い)

証拠書類 当該経費の領収書
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費 目 内 容

資料費 1 経費の概要
議員が行 う調査研究のために必要な資料の作成又は購入に要す

る経費
(印刷製本費､書籍購入費､その他)

2 経費の内容
(1)印刷製本費

具 体 例 : 調査研究､議会審議等に必要な資料の印刷経費

○使途基準に該当するもの (判例による事例)
･調査研究活動のための資料作成用のプ リンター
の購入代及び修理代

留 意 点 :

○使途基準に該当しないもの (判例による事例)
･領収書のあて先が後援会 となっている資料印刷
代 (調査研究活動 との関係 も不明であるか ら､
その全額を使途基準に合致 しない支出であると
する)

証拠書類 : 当該経費の領収書

(2)書籍購入費
具 体 例 : 調査研究のために必要な書籍､新聞等の購読料

○使途基準に該当するもの (判例による事例)
･特定政党の機関誌その他の発行紙及び書籍代

留 意 点 : 調査研究に資するこ とが要件であ り ､個人 として
の購入には充当できないこと (購入 した書籍の名称
を付記すること)

○使途基準に該当しないもの (判例による事例)
･スポ-ツ新聞の購読料
･同窓会名簿購入費
ー映画DVDの購入代

証拠書類 : 当該経費の領収書

広報費 1 経費の概要
諌員が行 う議会における活動状況等の広報に要する経費 (広報

資料の印刷費又は送料､その他)

2 経費の内容
(1)広報資料の印刷､送料

具 体 例 : 議会活動∴県政に係 る政策等の広報資料の印刷又
は当該資料の送付に要する経費

○使途基準に該当するもの (判例による事例)
･広報活動のためのガ ソリン代 (当該議員が広報
活動を行 うために自動車を使用 した部分につい
て､実際に活動 したことが報告書等か ら認め ら
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費 目 内 容

広報費(続き) 留 意 点 :(丑 当該資料に後援会活動の内容が含まれている場合には､印刷費､送料とも合理的な割合で按分す
る必要があること

② 後援会だより等で当該資料が調査研究活動に伴
う資料と判断できないものには充当できないこと

証拠書類 : 当該経費の領収書

(2)ホームページ作成委託費
具 体 例 : ホームページ作成及び更新等に係る委託費
留 意 点 : 後援会活動と併用されている場合は､合理的な割

合で按分すること
証拠書類 : 当該経費の領収書

事務所費 1 経費の概要
議員が行 う調査研究のために必要な事務所の設置又は維持管理

に要する経費 (賃借料､光熱水費､その他)

2 経費の内容
(1)賃借料

具 体 例 : 事務所借上に係る経費

○使途基準に該当するもの (判例による事例)
･父親が所有する建物の一部を事務所として使用
した家賃 (親子間で経費の負担関係を明確にし
ておくために賃貸借契約を締結することは､不
自然ではないとする)

･自宅を調査研究活動のための事務所 として使用
している場合､訪れる来客ための専用駐車場の
賃料

留 意 点 :① 充当が可能かどうかは､当該事務所が調査研究
活動に使用されているかどうかで判断することと
なり､以下の要件を満たす必要があること
･外観上の形態を有 していること (○○議員事務
所等の看板設置等)

･事務所としての機能を有していること (事務 .
応接スペース､事務備品等)

･賃貸契約の名義人が議員本人であること
･連絡要員等を配置 していること

② 後援会事務所と併設 している場合は､契約を分 .

離することが望ましいが､分離が困難なときは､
使用領域の面積割合や活動実績割合等の合理的な
比率で按分すること

③ 自己が所有する事務所に対する貸借料には充当

ll



費 目 内 容

事務所貴く続き) ○使途基準に該当しないもの (判例による事例)
･自宅敷地内にある妻所有の建物で後援会事務

所 として使用 されている建物の賃料 (後援合
部分 .(1/ 2)は使途基準に該当しない)

･自宅や後援会事務所 と同一敷地内にある建物

の賃料の母に対する支出 (後援会部分 (1/ 2)
は使途基準に該当しない)

･自宅敷地外に後援会事務所 と同一建物 として
リースしたプレハブを設置 して利用 している
事務所の リース代及びプ レハブ移設代 (後援
会部分 (1/ 2)は使途基準に該当しない)

証拠書類 ニ 当該経費の領収書

【按分例】(同-事務所を調査研究潮以外でも使用し､かつ､建粧事務所以外の紬 ミある船)
調査研究活動 (A%) 事務所面積(△△△m3)

鮭研究潮 (A%)+細会潮 (B%)+政綱イ痛動(C%)十その飽(D%) 建雛舶積(000ml)

-按分割合

(2)維持管理経費
具 体 例 : 事務所の光熱水費
留 意 点 : 賃借料の留意点と同様の取扱いであること
証拠書類 : 当該経費の領収書

事務費 1 経費の概要
議員が行 う調査研究に伴 う事務に要する経費 (備品購入費､通

信費､その他)

2 経費の内容
(1)備品 (事務機器)購入費又は賃借料

具 体 例 : パ ソコン､ファックス､コピー機等に係る経費

○使途基準に該当するもの (判例による事例)
･コ- ヒ-豆､お茶菓子､食器洗剤､スポンジ

(県民との面談が行われ､その際にお茶､コ-
ヒ-を出すことも認められ､調査研究活動に必
要な事務に関する経費に該当しないとまでは言
えない)

･英語教材や教材のためのCDプ レーヤー (海外
の姉妹都市を多く持ち､姉妹都市等 との交流の
推進､国際会議の誘致を政策課題 としていたこ
と､英語で会話することでかな りの用が足せ る .
と考えたことは､許容される)
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内 容

留 意 点 :① 調査研究活動に対する有用性が高く､一般的に
直接必要と認められるものが対象となること

ただし､後援会事務所と併設している事務所に
設置されたものや自宅に設置されたものについて
は､合理的な割合で按分すること

(参 自動車の購入は私的財産の形成と考えられるの
で､調査研究活動に使用する場合でも充当はでき
ないこと

(卦 自動車の維持管理経費 (車検代､保険料､自動
車重量税､修繕代等)は､私的財産の維持管理経
費と考えられるため充当できないこと

○使途基準に該当しないもの (判例による事例)
･名刺代
･パソコンリース代の-部 (個人的に使用 して
いる部分､政務調査以外の議員活動に使用 し
ている部分は使途基準に該当しない)

証拠書類 : 当該経費の領収書

(2)通信費
具 体 例 : 固定電話に係る経費

○使途基準に該当するもの (判例による事例)
･携帯電話の使用料の うち政務調査活動分 (議員
の政務調査活動の実情を反映 したものとしてそ
の合理性を肯定できる)

留 意 点 : 調査研究活動のみを行 う事務所に専用に設置 され
た固定電言酎こは充当が可能であること

ただし､後援会事務所と併設された事務所や 自宅
に設置された固定電話については､合理的な割合で
按分すること

証拠書類 : 当該経費の領収書

i.-.
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(1) 収支報告書等の提出

(丑 収支報告書
議員は､政務調査費に係る収入及び支出の報告書 (以下 ｢収支報告書｣

とい う｡35頁参照｡)を議長に提出しなければなりません｡(条例第 7条第
1項)

なお､議員が年度の中途において辞職､失職､死亡､除名又は議会の解
散により議員でなくなったときは､当該議員又はその遺族は､議員でなく

なった日の属する月までの収支報告書を議長に提出しなければなりません｡
(条例第 7条第 2項)

② 収支報告書に添付を要する書面
政務調査費による支出をした事実を証すべき領収書その他の書面の写

し又は支迅証明書を提出してくださいd(条例第 7条第 3項)
※全ての領収書等の添付は20年度交付分から適用となります6

-,' 領収書その他の書面の写 し

なお､レ

記裁するこ
一一 一 ● l､ -

となるものと考えられます｡ ;丁

また､顔取書その他の賓率の原本桔藤貞自らが5年間保存してくだ
さい｡

-∵㍉
イ 支出証明書

社会慣習その他の者情により嶺壁書その他の書面を襖 し巌 ､ときは

｢支出証取書｣(39頁参照)を費目ごとに作成 しヾ支声年月 日､金額､
文雄 軒的､支班を受けた者及び領収書を徹し賂い事情を記載 してくだ
さいo
なお､提出に際しては､当該費目の合計額を記載 し､記名､押印の

上原本を提出してくださいO(事務処痩要領第4)

(2) 作成上の留意事項

(む 収支報告書
ア ｢収入｣欄

交付を受けた政務調査費の総額を記載 してくださいO
イ ｢支出｣欄

費目毎の支出額及び主な支出内容､その額を記載 してください｡
ウ ｢残余｣欄

収入額から支出額を控除 し､残額を記載 してください｡残余がない場
合は､必ず ｢0円｣と記載してください｡

なお､残余がある場合は､その額を返還する必要があります0
エ 記載例

収支報告書の作成例を36頁に掲げてお りますので､参考にしてくださ
い｡
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② 添付書類
ア 領収書その他の書面の写 し

整理した領収書その他の書面には､次の内容を付記してください｡
(ア) 支出目的

｢oO調査に係る鉄道賃 ･宿泊料､00研修会参加料､補助職員
人件費｣等の支出の目的を記載 してください｡

(イ) 按分による支出がある場合

領収書等添付票の余白に按分の割合及び按分による支出額を付蕊
してください｡

(ウ) 按分による支出以外で経費の-部に充当した場合
領収書その他の書面の金額では政務調査費による支出額が判明し

ないため､領収書等添付票の余白に政務調査費による支出額を付記
してください｡

(エ) 作成例
領収書等添付票の作成例を38頁に掲げておりますので､参考にし

てくださいo

堅∃芦ヨ

明者による場合
をした事実を託すべき書面は領収書等を徹すことが原則であ

り､支出証明書は例外としての取扱いです｡
なお､支出証明書によることができるT領収書等を徴 し難いとき｣

とは､事
場合等を
どのはか

詳細に
(イ) 按分に

客観的に領収書等を徴すことが困難な
支出を受けた者の死払 会社の解散な

行しないような場合等がこれに該当しま
局に照会してくださいO

支出証明書の備考欄に按分の割合及び当該経費の総額を記載して
ください｡

(ウ) 按分による支出以外で経費の-部に充当した場合
支出証明書の備考欄に当該経費の総額を記載 してください｡

(エ) 作成例
支出証明書の作成例を40頁に掲げておりますので､参考にしてく

ださいO

(3) 収支報告書等の提出期間
① 通常の場合

交付を受けた年度の終了のE]の翌 日から起算 して30日以内に提出しなけ
ればなりません｡(条例第 7条第 1項)

② 辞職等により年度の中途において議員でなくなった場合
議員でなくなった日の翌 日から起算 して30日 (その日が県の休 日の場合

はその翌 日まで)以内に提出しなければなりませんO(条例第 7条第 2項)
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(1) 会計帳簿等の整理保存
議員は､政務調査費の支出を明らかにした会計帳簿を調製するとともに､

領収書その他の証拠書類等を整理 し､収支報告書の提出期間の末 日の翌日か
ら起算 して 5年を経過する日まで保存することが義務付けられています (条
例第 8条)o

なお､保存に当たっては､議長に提出された収支報告書の写 し並びに領収
書等及び支出証明書を一式として保存 されることをお勧めします｡

※ 【保存期間の例 :21年度交付分】
(5年の起算 日) 1年 目 2年 目 3年 目 4年 目 5年 目
22.5.1 23.4.30 24.4.30 25.4.30 26.4.30 27.4.30

提出期限(22.4.30) (保存期間の末 日)

(2) 会計帳簿
会計帳簿の書式については特段の定めはあ りませんが､41頁に作成例を掲

げておりますので､参考にしてくださいO
なお､出納簿及び収支報告書の作成に役立てていただくために､｢収支報告

書作成システム｣を作成 しました｡43頁以降に操作方法を掲げてお りますの
で､活用 してくださいO (従来通 りの作業で作成された出納簿等を使用されて
も結構です｡)

-3.調査
議長は､政務調査の運用の適正を期するため必要があると認めたときは､収

支報告書について調査をすることができます｡(条例第 9条)
なお､政務調査費は交付金であることから監査対象経費であり､また､税の

区分上雑所得となることから税務調査を受ける可能性があります｡

9政務調査費の残余の返還
(1)政務調査費の返還

交付を受けた政務調査費の総額から､その年度において行った政務調査費
による支出の総額を控除 して残余がある場合には､その額を返還 しなければ
なりません｡(条例第10条)

なお､議員が四半期の中途において辞職､失職､死亡､除名又は議会の解
散により議員でなくなったときは､議員でなくなった 日の属する月の翌月分
以降の政務調査費を (死亡の場合はその遺族が)返還 していただくこととな
ります｡(条例第 5条第 4項)

(2) 返還の方法
返還は､事務局から送付される ｢返納通知書｣により､通知書発行の日か

ら20日以内に山口県指定の金融機関で納入 していただくこととなります｡

!Jト＼h-.-I.lJ/. l~.さ

(1) 閲覧の請求
議長に提出された収支報告書又は領収書その他の書面の写 し (支出証明書

を含む｡以下 ｢領収書等｣とい う｡)は､当該収支報告書を提出すべき期間の
末 E]の翌 日から起算 して60日を経過する日の翌 日 (通常は6月30日)以降､
何人も､その目的の如何にかかわらず､議長に閲覧を請求することができま
す｡(条例第11条第 2項)
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(2) 閲覧の方法
県議会事務局総務課 (閲覧所)において､平日の午前 8時30分から午後 5

時までの間､閲覧に供します｡(施行規程第5条､閲覧要綱)

(3) 非開示情報の取扱い

提出された領収書等に､山口県情報公開条例第11条第2号 (個人情報)
又は第3号 (法人等の情報)に該当する情報が記録されている部分がある
ときは､その部分を除いて当該領収書等を複写したものを閲覧に供するこ
ととなりますo (条例第11条第4項)

なお､非開示として取 り扱 う情事削ま､議長の指示を受けた議会事務局職
員が非開示事項に該当するかどうか判断し､領収書等の写しを複写して非
開示部分を塗 りつぶすこととなりますO

11税制上の取扱い
(1) 所得税法上の取扱い

政務調査費は､所得税法上 ｢雑所得｣ として取り扱われますが､制度上交
付額に残余が生じた場合は返還することとされていることから､課税所得は
生じないこととなりますo

(2) 確定申告
政務調査費が税区分上雑所得となることから確定申告の必要がないとは言

い切れませんが､課税所得はなく､また､政務調査費の交付が始まって以降
税務当局から申告の指導も受けておりません｡

(3) 税務調査
税務署は税務調査権を有 していることから､会計帳簿や支出に係る証拠書

類をきちんと整理しておく必要があります｡
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基づく収支報告書等の閲覧に関する要綱

5 政務調査費の交付に関する事務処理要領

6 政務調査費の使途基準の運用方針

7 山口県議会議員の議員報酬､費用弁償及び期末手当に関する条
例 (抜粋)

8 山口県情報公開条例 (抜粋)
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地方自治法 (抜粋)
昭和22年4月17日法律第67号

第2編 普通地方公共団体
第6章 議会

第 2節 権限

〔調査権 ･刊行物の送付 ･図書室の設置等〕

第100条 ～第 1項から盈担望省略～

13 普通地方公共団体は､条例の定めるところにより､その議会の議員の調
査研究に資するため必要な経費の山部として､その議会における会派又は
議員に対 し､政務調査費を交付することができる｡この場合において､当
該政務調査費の交付の対象､額及び交付の方法は､条例で定めなければな
らない｡

建 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は､条例の定めるところ
により､当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するも
のとするO

-弟16項むと纂週蓬省略～

政務調査費の交付に関する条例
平成13年 3月23日条例第23号

最終改正 平成20年 3月18日条例第24号
(趣旨)

第 1条 この条例は､地方自治法 (昭和22年法律第67号)第100条第13項及び第14項の
規定に基づき､政務調査費の交付について必要な事項を定めるものとする｡
(交付対象等)

第 2条 県は､山口県議会議員 (以下 ｢議員｣という｡)の職にある者に対して､政務
調査費を交付する｡

2 政務調査費の額は､ 1月につき35万円とする｡
3 第 1項の規定により交付する政務調査費の額は､前項に規定する額に当該年度に
おける当該議員の任期の月数を乗じて得た額とする｡この場合において､月の中途
において議員の任期が開始 したときは､当該開始 した目の属する月は､任期の月数
に算入しないものとする｡

4 月の中途において議員の任期満了､辞職､失職､死亡若 しくは除名又は議会の解
散があった場合におけるこれ らの事由が生 じた日の属する月の政務調査費の交付に
ついては､これらの事由が生じなかったものとみなす｡
(通知)

第 3条 議長は､政務調査費の交付を受けようとする議員の氏名を､転年 4月 5日ま
でに知事に通知するものとする0

2 議長は､前項に規定する議員に異動があったときは､その異動に係る事項を速や
かに知事に通知するものとする｡
(交付決定)

第4条 知事は､前条の規定による通知を受けたときは､当該通知に係る議員につい
て政務調査費の交付の決定をし､その旨を議員に通知するものとするo
(請求及び交付)

第5条 政務調査費の交付は､四半期ごとに行 うものとする｡
2 議員は､前条の規定による通知を受けた後､毎四半期の最初の月 (月の中途にお
いて議員の任期が開始 したときは､当該開始 した日の属する月の翌月)の10日まで
に､当該四半期分の政務調査費を請求するものとするO
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3 知事は､前項の規定による請求があったときは､速やかに政務調査費を交付する
ものとする0

4 議員は､四半期の中途において辞職､失職､死亡､除名又は議会の解散により議
員でなくなったときは､当該議員でなくなった日の属する月の翌月分以降の政務調
査費を速やかに返還しなければならない｡
(使途)

第6条 政務調査費の使途の基準は､議長が定める｡
2 議員は､政務調査費を前項の基準に定める使途以外の使途に使用 してはならないQ
(収支報告書)

第 7条 議員は､政務調査費に係る収入及び支出の報告書 (以下 ｢収支報告書 ｣とい
う｡)を､年度の終了の日の翌日から起算 して30日以内に議長に提出しなければなら
ないC

2 議員が任期満了､辞職､失職､死亡､除名又は議会の解散により議員でなくなっ
た場合には､当該議員又はその遺族は､前項の規定にかかわらず､当該議員でなく
なった 日の属する月までの収支報告書を､当該議員でなくなった日の翌 日から起算
して30日以内に議長に提出しなければならない｡

3 収支報告書には､政務調査費による支出をした事実を証すべき領収書その他の書
面の写し (社会慣習その他の事情により当該書面を徴 し難いときは､その旨並びに
当該支出を受けた者並びに当該支出目的､金額及び年月日を記載 した書面D以下 ｢領
収書等｣というO)を添えなければならない0

4 議長は､第 1項及び第 2項の規定により提出された収支報告書の写しを､知事に
送付するものとするO
(書類の整理保存)

第8条 議員は､政務調査費の支出について､その内訳を明らかにした会計帳簿を調
製し､及び証拠書類等を整理 しておかなければならない0

2 議員は､前項に規定する書類を､当該年度の政務調査費の収支報告書を提出すべ
き期間の末 日の翌 日から起算 して5年を経過する日まで保存 しなければならないO
(調査)

第 9条 議長は､政務調査費の運用の適正を期するため必要があると認めるときは､
収支報告書について調査をすることができる｡
(返還)

第10条 議員は､その年度において交付を受けた政務調査費の総額から､その年度に
おいて行った政務調査費による支出 (第 6条に規定する基準に従って行った支出に
限る｡)の総額を控除して残余がある場合には､当該残余の額に相当する額の政務調
査費を返還 しなければならないO
(収支報告書等の保存及び閲覧)

第11条 議長は､第 7粂第 1項から第 3項までの規定により提出された収支報告書及
び領収書等を､その提出すべき期間の末日の翌日から起算 して5年を経過する日ま
で保存するものとする｡

2 何人も､議長に対 し､前項の規定により保存されている収支報告書又は領収書等
の閲覧を請求することができる｡

3 前項に規定する閲覧は､当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌 日から起算
して60日を経過する日の翌 日以後これをすることができる｡

4 議長は､第 2項の規定による請求があった場合において､当該請求に係る領収書
等に山口県情報公開条例 (平成 9年山口県条例第18号)第11条第 2号又は第 3号に
該当する情報が記録されている部分があるときは､その部分を除いて当該領収書等
を複写したものを閲覧に供するものとする｡
(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか､この条例の施行について必要な事項は､議長
が定める｡
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附 則
この条例は､平成13年4月 1日から施行するQ

附 則 (平成14年条例第48号)
この条例は､公布の日から施行する｡

附 則 (平成18年条例第34号)
(施行期 日)
1 この条例は､平成18年4月 1日から施行する｡

(経過措置)
2 改正後の政務調査費の交付に関する条例第 7条の規定は､この条例の施行の日

(以下 ｢施行 日｣というo)以後に交付される政務調査費について適用し､施行 日
前に交付された政務調査費については､なお従前の例による｡

附 則 (平成20年条例第24号)
(施行期 日)
1 この条例は､平成20年4月 1日から施行する｡

(経過措置)
2 改正後の政務調査費の交付に関する条例第 7条及び第11条の規定は､この条例
の施行の日 (以下 ｢施行 日｣とい う｡)以後に交付される政務調査費について適用
し､施行 日前に交付された政務調査費については､なお従前の例によるO
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政務調査費の交付に関する条例施行規程

平成13年 3月30日議会規程第 2号

最終改正 平成18年 3月24日議会規程第 1号

(趣旨)

第1条 この規程は､政務調査費の交付に関する条例 (平成13年山口県条例第23号｡

以下 ｢条例｣という｡)の施行について必要な事項を定めるものとするO

(請求)

第 2条 条例第 5条第 2項の規定による請求をしようとする者は､請求書 (別記第 1
号様式)を知事に提出しなければならない｡

(使途の基準)

第 3条 条例第 6条第 1項の使途は､次の各号に掲げる費目ごとにそれぞれ当該各号

に定める経費とする｡

(1) 調査研究費 視察の旅費､調査委託料その他の山口県議会議員 (以下 ｢議員｣

という｡)が行 う県の事務及び地方行財政制度に関する調査研究(以

下 ｢調査研究｣というO)並びにその委託に要する経費

(2) 研 修 費 会費､旅費その他の議員又は議員の使用する秘書等が行 う研修会､

講演会等への参加に要する経費

(3) 会 議 費 施設使用料､器具使用料その他の議員が行 う県民の県政に関する

要望又は意見を聴取するための会議に要する経費

(4) 資 料 費 印刷製本費､書籍購入費その他の議員が行 う調査研究のために必

要な資料の作成又は購入に要する経費

(5) 広 報 費 広報資料の印刷費又は送料その他の議員が行 う議会における活動

状況等の広報に要する経費

(6) 事 務 所 費 賃借料､光熱水費その他の議員が行 う調査研究のために必要な事

務所の設置又は維持管理に要する経費

(7) 事 務 費 備品購入費､通信費その他の議員が行 う調査研究に伴 う事務に要

する経費

(8) 人 件 費 給料､手当その他の議員が行 う調査研究を補助する職員の雇用に

要する経費

(収支報告書の様式)

第4条 条例第 7条第 1項及び第2項の収支報告書は､別記第2号様式による｡

(収支報告書等の閲覧)

第 5条 条例第11条第 2項の規定により同項に規定する収支報告書及び領収書等 (以

下 ｢収支 報告書等｣という｡)を閲覧に供するため､閲覧所を山口県議会事務局総

務課に設ける｡

2 収支報告書等を閲覧 しようとする者は､閲覧所に備え付けてある閲覧簿に住所､

氏名その他必要な事項を記入しなければならない｡

3 前 2項に定めるもののほか､収支報告書等の閲覧について必要な事項は､別に定

める｡

附 則

この規程は､平成13年4月 1日から施行する｡

附 則

この規程は､平成18年4月 1Eヨから施行するO
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別記

第 1号様式 (第 2条関係)

請求書
年 月 日

山口県知事 様
請求者 住 所

氏 名 ㊥

下記のとお り政務調査費の交付を受けたいので､政務調査費の交付に関する条例第5

条第2項の規定により請求しますO

記

請 求 金 額 円 ( 年 月分から 年 月分まで)

備考 用紙の大きさは､日本工業規格A列4とする｡

第2号様式 (第4条関係)

収支報告書
年 月 日

山口県議会議長 様
報告者 住 所

氏 名 ⑳

政務調査費の交付に関する条例第 7条芸…芸の規定により､下記の とお り報告 しま
す｡

記

収 入 円

支出 費 目 金 額 内 訳

調 査 研 究 費 円

研 修 費

会 議 費

資 料 費

広 報 費

事 務 所 費

事 務 費

人 件 費

合 計

i 余 円

備考 用紙の大きさは､日本工業規格A列 4とする｡
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政務調査費の交付に関する条例施行規程第五条第三項の

規定に基づく収支報告書等の閲覧に関する要綱

(平成13年 4月 1日制定)

(平成18年 3月24日改正)

(閲覧手続)

1 閲覧者は､総務課受付において､閲覧簿 (政務調査費収支報告書等閲覧請求書)

に住所､氏名その他必要な事項を記入 しなければならないO

(閲覧の日時)

2 閲覧所における収支報告書等の閲覧は､午前 8時30分から午後 5時までとする｡

ただ し､山口県の休 日に関する条例 (平成元年山口県条例第16号)第 1条第 1項

に掲げる日を除くo

(閲覧の遵守事項)

3 閲覧者は､次に掲げる事項を遵守 しなければならない｡

(1) 収支報告書等は､閲覧所以外の場所に持ち出さないことO

(2) 収支報告書等は､丁重に取 り扱い､破損､汚損又は加筆等の行為をしないこ

と｡

(3) 閲覧所では､音読､談話､飲食等他の閲覧者の迷惑となる行為をしないこと｡

(4) その他係員の指示に従 うこと｡

(閲覧の停止又は禁止)

4 閲覧者がこの要綱の規定に違反する場合は､その閲覧を停止 し､又は閲覧を禁

止することができるO

附 則

この要綱は､平成13年 4月 1日から施行する｡

附 則

この要綱は､平成18年 4月 1日から施行するO
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政務調査費の交付に関する事務処理要領

(平成18年 4月 1日制定)

(目的)

第 1 この要領は､政務調査費の交付に関する条例 (以下 ｢条例｣という｡)に基づ

き交付される政務調査費に関する事務処理について必要な事項を定めるものとす

るo

(振込口座の申出)

第 2 山口県議会議員 (以下 ｢議員｣という｡)は､毎年度､第 1四半期分の請求を

するときは､政務調査費の振込を受ける金融機関の名称等を記載 した口座振替申

出書 (別記第 1号様式)を提出しなければならない｡なお､第 2四半期以降この

内容に変更が生じた場合も同様とする｡

(領収書等)

第 3 条例第 7条第 3項に規定する政務調査費による支出をした事実を証すべき領

収書その他の書面には､受領書､銀行の振込利用明細書その他の支出を証明し得

る書類を含むものとする｡

2 前項の領収書その他の書面は､領収書等添付票 (別記第 2号様式)に政務調査

費の交付に関する条例施行規程第 3条に掲げる費目 (以下 ｢費目｣というO)ごと

に張り付けるとともに､当該支出の目的等を記載 しなければならない｡

3 前項の場合において､按分による支出がある場合は､領収書等添付票の余白に

按分の割合及びその支出額を付記するものとするO

4 前項に規定する支出以外で経費の一都に政務調査費を充当した場合は､領収書

等添付票の余白に政務調査費による支出額を付記するものとするO

(支出証明書の添付)

第4 条例第 7条第 3項に規定する領収書その他の書面を徴 し難いときは､支出証

明書 (別記第 3号様式)に支出に係る事実を記載するものとする0

2 前項の支出証明書は､費 目ごとに作成し､当該費 目の支出合計額を記載の上､

記名､押印をしなければならない0

3 第 1項の場合において､按分による支出がある場合は､備考欄に按分の割合及

び当該経費の総額を記載するものとする｡

に当該経費の総額を記載するものとする｡

(返還)

第 5 議員は､条例第10条の規定により政務調査費の返還が生 じた場合は､知事か

ら送付される ｢返納通知書｣により､通知書発行の日から20日以内に山口県指定

の金融機関で納入 しなければならない｡

附 則

この要領は､平成18年 4月 1日から施行するU

26-



別記

第 日3様式 (第 2関係)

口 座 振 替 申 出 書

様

申 出 者

住 所 〒

氏 名

年 月 日

年度に支払われ る政務調査費 については､下記金融機関の私の 口座 に

振 り込んで くださいO

記

金 融 機 関 名 銀 行 支 店信用金庫

組 合 支 所

預 金 のて種 類 1 普通預金

及 び No.

口 座 番 号 2 当座預金

･預金の種類は該 当の番号を○で鰐んで くだ さいO

I[日生名義人は､必ず本人名義で金融機関に登録 してある名称を榊記入願い ます｡

･郵便局､漁業協同組合では 口座振替できません｡
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第2号様式 (第3関係)

領収書等添付票

注) 1 領収書その他の書面には ｢当該支出の目的｣を付記すること｡
2 按分による支出がある場合は､ ｢領収書その他の書面の添付欄｣の余 白に按分
の割合及び按分による支出額を付記すること0

3 按分による支出以外で経費の一部に政務調査費を充当した場合は､領収書等添
付票の余白に政務調査費による支出額を付記することO

第 3号様式 (第4関係)

支出証明書

費 目 費 支出合計額 1 円

年月 日 金額 消 ) 】 支出目的 支出を受けた者 領収書を徴し難い事情 備 考

上記のとお り相違ないことを証明します〇

注) l この証明書は､領収書その他の書面が徴 し難い場合に使用するものとする0
2 按分による支出がある場合は､｢備考｣欄に按分の割合及び当該経費の総額
を記載することO
3 按分による支出以外で経費の 一都に政務調査費を充当した場合は､｢備考｣

欄に当該経費の総額を記載すること｡
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政務調査費の使途基準の運用方針

(平成18年 4月 1日制定)

(平成20年 3月19日改正)

(目的)

第 1 この運用方針は､政務調査費の取扱いの適正を期すため､政務調査費の交付

に関する条例施行規程 (以下 r施行規程｣というO)第 3条に規定する ｢使途の基

準｣の取扱いの指針を定めるものである｡

(実費弁償の原則)

第 2 山口県議会議員 (以下 ｢議員｣というO)が行 う調査研究活動は､議員の自発

的な意志に基づいて行われるものであることから､政務調査費は､社会通念上妥

当な範囲であることを前提 とした上で､議員が行 う調査研究活動に要 した費用に

充当 (実費弁償)することが原則であるO

(充当の範囲)

第 3 政務調査費の充当の範囲は､調査研究に直接必要 とする経費に限られ､たと

え調査研究に使用する場合であっても､議員の私的財産の形成等につながるもの

には充当できない0

2 交通費及び宿泊費の充当に当たっては､公務に伴 う旅行の場合における山口県

議会議員の報酬､費用弁償及び期末手当に関する条例 (以下 ｢費用弁償条例｣と

いうo)別表第 2に基づく費用弁償の額との均衡を図るものとするG

ただ し､合理的な理由があるときは､社会通念上妥当と考えられる範囲までの

充当ができるものとする｡

3 自家用車を使用 した場合の交通費 (燃料代)については､実費の算出が困難で

あることから､費用弁償条例別表第 2に規定する1キロメー トル当たりの車賃に

よって充当することができるものとするO

(按分による支出)

第4 議員の活動は､議会活動 (議員活動及び調査研究活動)､政党活動､選挙活動

等多彩であり､一つの活動が調査研究活動以外の活動 と一体として行われる場合

もあることから､この場合は合理的な方法により按分処理するなど､按分の割合

の積算根拠を明確にしなければならないO

(費目別の充当)

第 5 施行規程第 3条に規定する使途基準の取扱いは､交付を受ける議員自らが充

当の適否を判断すべき事項ではあるが､費 目毎の取扱いの均衡を図る必要がある

ことから､その判断の指針 として､別表のとお り ｢費目別充当虚 数 ｣を定めるも

のとするO ※

附 則

この運用方針は､平成18年 4月 1日から施行する｡

附 則

この運用方針は､平成20年4月 1日から施行するO

※別表 (費目別充当指針)は添付を省略 (6頁-14頁を参照のこと)
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山口県議会議員の議員報酬､費用弁償及び期末手当に関する条例 (抜粋)

昭和31年10月 2日 条例第 41号
最終改正 昭和21年 7月14日 条例第 38号

(費用弁償)
第 3条 議員が公務のため旅行 したときは､費用弁償をする｡
2 前項の費用弁償の額は､別表第 2の鉄道賃､船賃､航空賃､車賃､宿泊料 ･･

･･････i･･の欄に掲げるところによる｡

～第3項から5項省略～

別表第 2 (第 3条関係)

鉄道賃 船 賃 航空貸 車賃(1キロメートルにつき) 宿泊料(1夜につき) 食卓料(1夜につき) 招集旅費甲地方 乙地方

旅客運賃､ 旅客運賃､ 現に支 30円 14,800円 13,300円 (省略) (省略)

※車賃 (1キロメー トルにつき)30円は平成21年10月 1日から適用｡

《参考》
※ 1 宿泊料は､旅行中の宿泊料金､夕食代､朝食代及び宿泊に伴 う諸雑費に

充てるための経費です0
2 甲地方の垂 替地域は以下のとお りであり､乙地方はこれ以外の地域をい
います｡

府県名 市 .区名 府県名 市名 府県名 市名 府県名 市名

千葉県 子葉市

東京都 特別区共輔～武蔵野帝～
愛知県 名古屋市 昼息星 生島重

京都府 ∃京都市 福岡県 福岡市
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山口県情報公開条例 (抜粋)

平成 9年 7月 8日 条例第18号

最終改正 平成19年 7月10日 条例第34号

(開示をしないことができる公文書)

第日条 実施機関は､開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報

が記録されているときは､当該公文書の開示をしないことができる0

(1) 法令等の規定により公開することができないこととされている情報又は法律

若 しくはこれに基づく政令の規定によりその指示に従 うものとされている主務

大臣等からの公開してはならない旨の明示の指示がある情報

(2) 個人に関する情報 (事業を営む個人の当該事業に関する情報を除くO)であっ

て､特定の個人が識別され､又は識別され得るもの (次に掲げる情報を除く｡)

イ 法令等の規定により､何人も公開を請求することができることとされてい

る情報

口 公表することを目的として実施機関が保有 している情報

- 法令等の規定による許可､認可｣届出等に際して実施機関の職員が作成 し､

又は取得した情報であって､公開することが公益上必要であると認められる

もの

こ 公務員等 (国家公務員法 (昭和22年法律第120号)第2条第 1項に規定する

国家公務員 (独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号)第2条第2項に規

定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く｡)､独立行政法人等 (独立行

政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成13年法律第140号)第 2条

第 1項に規定する独立行政法人等をいう｡以下同じ｡)の役員及び職員､地方

公務員法 (昭和25年法律第261号)第 2条に規定する地方公務員並びに地方独

立行政法人 (地方独立行政法人陰 (平成15年法律第118号)第2条第 1項に規

定する地方独立行政法人をいう｡以 下同じ｡)の役員及び職員をいう｡)の職

又は氏名であって､当該公務員等の職務の遂行に係る情報に含まれるもの (当

該公務員等が公安委員会規則で定める警察職員である場合にあってはその氏

名､公開することにより､当該公務員等の権利が不当に侵害されるおそれが

ある場合にあってはその職又は氏名を除く｡))

(3) 法人 (国及び独立行政法人等並びに地方公共団体､地方独立行政法人その他

の公共団体 (以下 ｢国等｣という｡)を除く(⊃)その他の団体 (以下 ｢法人等｣

とい うO)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって､

公開することにより､当該法人等又は当該個人に不利益を与えるおそれがある

もの (次に掲げる情報を除くO)

イ 法人等又は個人の事業活動によって生ずる危害から人の生命､身体又は健

康を保護するため､公開することが必要であると認められる情報

口 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から人の生

活を保護するため､公開することが必要であると認められる情報

- イ又はロに掲げる情報に準ずる情報であって､公開することが公益 と必要

であると認められるもの

～以 F省略～
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《様 式 集》

1 請求書 (条例別記第 1号様式)

2 請求書 (作成例)

3 収支報告書 (条例別記第 2号様式)

4 収支報告書 く作成例)

5 領収書等添付票 (事務処理要領別記第2号様式)

6 領収書等添付票 (作成例)

7 支出証明書 (事務処理要領別記第 3号様式)

8 支出証明書 (作成例)

9 政務調査費出納簿､政務調査費支出簿の作成例
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別記

第 1号様式 (第 2条関係)

請 求 書

山 口 県 知 事 様

請 求 者 住 所

氏 名

年 月 日

下記のとお り政務調査費の交付を受けたいので､政務調査費の交付に関する条例第 5条

第 2項の規定により請求します｡

記

円 ( 年 月分から 年 月分まで)

請 求 金 額

備考 用紙の大きさは､日本工業規格A列 4とする｡
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!旦 些旦｣

署成 22年 4月 7日

請 求 書

【施行規程】
別記

第 1号様式 (第 2条関係)

山 口 県 知 事 様 庄扉､氏名ば
5着Lr{ださい

請 求 者 住 所 LL/D欄 町1-1

氏 名 /〟D ノ太野 ⑳

下記のとお り政務調査費の交付を受けたいので､政務調査費の交付に関する条例第 5条

第 2項の規定により請求 しますO

記

請 求 金 額
金 1,050,000円 (潔鎗 22年 4 月分から第線 22年 6 月分まで)

(350,000曹x3ケ月J

備考 用紙の大きさは､日本工業規格A列4とするO
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第 2号様式 (第4条関係)

収支報告書

年 月 日

山口県議会議長 様

報告者 住 所

氏 名 ㊥

政- 査費の交付に関する条例第 7条芸…芸の規定により､下記 の とお り報告 しま
すO

記

収 入 円

支出 l1 費 目 金 額 内 訳

甲 査 研 究 費 円

研 修 費

会 議 費

資 料 費

広 報 費

事 務 所 費

事 務 費

人 件 費

合 計

鷲 . 余 円

備考 用紙の大きさは､日本工業規格A列 4とするO
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L旦 旦 旦｣
【施行規程】

第 2号様式 (第4条関係)

山口県議会議長 様

収支報告書

適者ばg 7度

摩凝着の場合ば

g 2虜~とを LJま'す

政務調査費の交付に関する条例第 7

虜年分の鹿野戯野ば
4,5 7a-305です~

平ノ好 22年 4月 75日

報告者 住 所 LDD筋者町 7-7

氏 名 LbD 太郎 ㊥

規定により､下記の とお り報告 しま

す○

記 j5'彦年度に交付された
彪t好き,訂慶Lrく′だ さ い

収 入 4,200,000円

調 査 研 究 費 977563円 粛誉{W察:好摩 677,563題密委庶#'4 300,000

研 修 費 J/0,716 会者 720,000ノ粛賓 /90,746

会 議 費 30,000 会場皮膚粁 30,0cc

資 料 費 788,000 書藷膚ス腰 80,000搬 料 708,000 .

広 報 費 750,000 題会好き磯 630,000′夢会#芳崖# /20,OUO

事 務 所 費 575:566 音務ノ労賃fECtLt.押. 480,000jg腰.水慶 95;566

事 務 費 468,725 票欝 (''1]'.FAX)356T,030705}踊 J75度.その癖 24,750

人 件 費 960,000 磨.与 960,000

合 計 4,200,000

残 余 0 円

備考 用紙の大きさは､ 日本工業 規 格 A 列 4とする0度密がroFgJの場合ぼ
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第 2号様式 (第 3関係)

領収書等添付票

注) 1 領収書その他の書面には ｢当該支出の目的｣を付記することO
2 按分による支出がある場合は､｢領収書その他の証拠 畜類の添付欄｣の余白に接分U)
割合及び按分による支出額を付記すること｡,

3 按分による支出以外で経費の一部に政務調査費を充当した場合は､領収書等添付票の
余白に政務調査費による支出額を付記すること0

- 37 一



【事務処理要領】
第 2号様式 (第3関係)

領収書等添付票 (作成例)

,i-q_舟押せ貯
【領収書その他の書面の添付欄】

領 収 書

山口県議会議員 0000 様

金300,000円
但し､市町村合併に関する調査業務委託に関する経費として

平成21年9月1日 ㈱△△△△訴研 究所コ

5m (m L#)
爵磨き ′ね た適者
の静収 着 をノ好/f
L土層 L=･A

ご利用明細

お取扱 日 211020
振込先
00銀行
00支店
普通 12345678
k.△△△チョ卵サンキュウショ 様

ご依頼人 0000様

振込金額 ¥300,000*
手数料 315
おつ り 0

m行のD座顔崩御ノ野

崖7､2のL訂戯例/
(H戯 (WG)Ij安分lrよるj21労忍威痢リ
H靡 (MG)/0000威貞tの鯛 による̂ D居荘二就夢lr膠する′謬密着務煮詰産着
慶分紛 /1/2 ′貴劫 野 IJO,000/守

領 収 書

山口県議会議員 0000 様

金200,000円
但 し､地方行財政調査業務委託に関する経費として

平成22年 3月10P △△△△調研 究車コ

ー 38 -

(注 1-3 省略)

二lJi.りよ11薪/キ■
(一部好男の戯)

虜虜激 評だ)jE'尊顔~
100,000Fy

｣



第3号様式 (第4関係)

支出証明書

費 目 費 支出合計額 l 円

年月 日 金額 (円) 支出目的 支出を受けた者 領収書を徴し難い事情 備 考

上記のとお り相違ないことを証明します〇

注) 1 この証明書は､領収書その他の書面が徴 し菜釦､場合に使用するものとする0

2 按分による支出がある場合は､｢備考｣欄に按分の割合及び当該経費の総
額を記載することC

欄に当該経費の総額を記戟すること｡
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【事務処理要領】

第 3号様式 (第4関係)

支出証明書 (作成例)

費 目 脚 密 費 支出合計可 160,000 円

年月 日 金額 (円) 支出目的 支出を受けた者 領収書を徹し難い事情 備 考

21.ST.1 60,000 00棚 JR′宥β耳 00の蝕 卿紺威棚 徽 L,f

(省略) i庄 2a)粛 L膠

21.8.15 50,000 00棚 00戯要務′ 000の細 船齢 1/2劇願100,CO仰

21.9.30 50,000 00#MB# 00憂薗 000のため j淵郷60,000iq

澄3 I,-fd戯iW

上記のとお り相違ないことを証明します〔)

(注 1-3 省略)
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※ これ らの様式は､議員が整理 しておくべき会計帳簿作成の参考として示 したものですO

(参考様式 1)

政務調査費出納簿 (作成例)
(秘 1牟度J (単位 :円)

年 月 日 摘 要 収 入 支 出 残 額

H21.4.15 鰍 修 1m#,gi;1) 1,Oslo,000 1,050,000

4.25 事紺 fe 6,930 1,038,070

5.1 00棚 60,000 983,070

5.2 コピー腰 p-メ.fe, 21,000 962,070

(棚

22.3.5 男女薄荷参離 mすa研修会会費 10,000 100,920

3.10 僧 ケ/㈱ ｢抑 100,000 3,920

3.25 凄紬 feL(一朗 者ノ 3,920 ♂
a 4,200,000 4,200,000 ♂

(参考様式 2)

JyIケ{/Y,IlZI辞

政務調査費支出簿 (作成例)

整理番号 支出年朋 i支 出 額 支出累計額 摘 要

1 H21.5.1! 60,000 60,000 00赦 変避産

2 (棚

3 i

4

5 -

♂

7

♂

♂

10 H22.3.10 100,000 1,I22,580 棚 賢者 (@分lIよa)

4l一



《参 考 資 料》

1 収支報告書作成システムの操作方法

A')



収支報告書作成システムの操作方法

1 『収支報告書作成システム』のスター ト方法

○パソコン上で 『収支報告書作成システム』を起動させる必要がありますので､

下記手順に従って操作を進めてくださいO

① 電源を入れパ ソコン画面上の

しますO

をマウスで 『ダブルクリック』

②議会事務局から配付された 『収支報告書作成システム』 と書かれた 『cD』
をパソコンにセットします｡

③下記のような画面が表示されます｡

④上記画 面 の

しますO

iγM 洲 iiiiiiiiiiiiW

･ : こ

を選択し､マウスでダブルクリック

が表示されますので選択 し､マウスで

ダブルクリックしますO

㊨ 『収支報告書作成システム』が起動し､入力できる状態になります｡

※ 『ダブルクリック』～マウスの左側のボタンを2回連続押す行為のことです｡
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2 『画面構成』～本システムは3つの画面で構成されています｡

(各月データ入力画面 ･年間出納簿 ･収支報告書)

①各月データ入力画面

各月の 『政務調査費』の出納状況を入力する画面です｡

04 ＼■㍉ 十■■ lu
灘

t- 卿

1月1或;)柵 I■■lL● - ､ ≡- -

-､■十+■:t.■■F.月iCEj■■-ヽq叫叫■● ■- mJ4月E5E3pt'JTJA舶 -4月増 ≡ -■ヽ叫H ILJ+LI

-

このように上記画面は各月毎に分けられていますo

上記のような画面が 13ケ月分ありますので逐次該当する月を選択 し､

入力していただくことになります｡

②年間出納簿 (自動的に作成されます)

…信 号与J､対､ 1 ､､J K M≧故韓調査費出 納 簿 Li罪i∴ 一

3 it3
河野⊇ 1号 LJiF菅 1 呈十 】

5 4月 3.脚) ー50.ODD a;3叫 637.DOC

7i日月 g 晦ゆ ≦ lm.〔孤) lSD.BDO 1155.8CD

S諾堅恕≡弦絵≡落≧姿態;

1白 9月 + 48.DOO ー1J7808

ー10月】 3〔沼_m 55O_那 l647.O脚

ー2い ,月 い co.tm 59DO〔ー 5_ロoo ZgO_Oぴ〕 1357900

13書12月 】 5-ロod 45.M 4.OnO aOm 5.0ロG 19～_Cqi) 1_ー65DGn

∵∴十 58.O80 15.7〔刃ヲ g lr4.780 2､□弓ロ30O

.5】 2月 はql由]O ≡ さ 2陀OaO 192白.BOG

16書 3月 loo.〔めD E350.8001.478.3〕

滞. 4月 i≡27日_ODD綻Oj]〔泊lP∋.7(心 i 書400.ODD1079柑 巨合計 395.刺 3蒜 205叫乙72'."a

野轡聯 済 撃済 済洩_潟､盆済､j深轡洋芸琵宗宅.

～Llパ_

を選択することで

年間出納簿を表示

することができます｡



珊収を報告書 (自動的に作成されます｡)

r潔｢年月日.住所 ･氏名｣及び ｢支出内訳｣を入力する必要がありますO

F年月EIJを入力してください｡
(鳶色部分に致字を入力してくだ
さい｡)

三..政汚…惜 革や琴付E廻 す今姦1則郡 轟軒 .項 の 組 革 こ掛 ?毒草やとおり相室し圭す. . _各内訳ごとの会頭宅入力してくださ"
盟

iv-I

-- 一成 L--..て

研修費;S 5,008 )∴リ -支えU.UUU./ ー司
lO.800

iE M してくだ乱 も13.ODD

広着臣曹 150.DO8

蔓tb､､ 事汚所膏 40.ロoo

∴ 事発費^fS# 28.800 ) リヽ ｢ ′ ~ ､ hHUL,L

ヒ二士二儲 盛 部 ヒ :::二 .:二二 .∩.._.._.払済 1

lO5.∝IO ●t1
合計 383.800i

強 条 667.OOtl円

迅 建 盤 姦鮎 歪さを選択することで上記画面を表示させることができますO

qぢi
F年月日JIを入力してください｡
(叢色EF;分に数字孝入力してくだ
さい｡)

各内≡だごとの全壊を入力してください.
(内訳念頭の合計と菅E]馴合頴はl司廿としてください｡)

支出の内訳雀入力してください｡
同様の内容は一つにまとめて入力してください｡
内容を入力しきれない場合はFOO膏胞Jとまとめて
入力してください8
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左記の注釈は画面表示のみで

印刷はされません,,
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0年棚 ノ 平板 - _度 政務調査費出系

t期日 摘g 算出方法等 臓 幣亮 頚 . ,gE耶 臨m 望L7iL.当琵庶･%せ8--良∵弼 +千 .覇- 認可- I!戎高 毒月収署等の番 1電撃≧_.∵lp類∴

4月15日 ,拷 1.050.加O

rat:==碧雲E];)期等4機メぎノ､ ,捕._ 拭 50.0001,000.000 1,4

19,060 ∴ 5.00015.00098098{ 3.4
3,00077.000 5

◆琵獲 譲葉纂当L.きく勲萱

l∵ i 40.000 没入 ･∴l %≡..i a読.E5

4 りコン貸借料 萱､ 設J一第≡ ` ∵%淳nijS>+.+㌔+

i+

; 4月25日〇〇億泉質金 屋i複写機鮒料 賢ノ頭 -,t 一 一■ 一-妻;:誓願 カ熊芳~ -=ed--■▼ -響窮

+′､器-. -第g,,._窪･朝 撃璽

弓 ー_諺.-㌔_諜賓E誓

坦慧迷惑琶萱澄遥遠整笠p室-,-.--杏

4月計 ド.0- 50可 5rOOO ー0.COO 3.000 ー50,000 40.000 20.000 185,000383.GOO667.000

- n ∫ ヰ *苓恐要式浮流.ー

琵 期日 緒要 一 馳方法等 い文人 E 支 出 t 事月収の専業至芸葵ilかlt▼ 人件曹首出計t

喜日 月1B睦 月有感 前月天声毒痘 襲 環- 仁 一
料 料 ･控宏美弐弦榔 群;i三宅S:
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② 『収支報告書』の入力方法は下記のとおりですO

第2号様式(第4条関係)

山口県議会議長 様

収支報告書

氏名 議会 太郎

政務調査費の交付に関する条例第7条第1項の規定により､下記のとおり報告します｡



4 『保存方法』
入力作成されたデ-タを保存される場合は下記のとおり行ってください｡

配付されたCDには保存できませんので､入力後はパソコンのデスクトッ

プ等任意の場所に保存してくださいO

毒観 名前を付けて楳軸 } を選択 し保存作業を行ってください｡

5 『印刷方法』
作成された収支報告書は､紙媒体で議会事務局まで提出していただく必要が

ありますので下記のとおり印刷を行ってください｡

を選択すると下記の画面が表示されますO

『ブック全体』を選択 して印刷 されることにより 『各月､年間出納簿､収

支報告書』全てを印刷することができますO

[豪 華 ]の表示方法はパソ｡ンによって

異なりますので下記の方法により表示してください｡

~ ~~ .ヽ ~~~~ ~~ ~ ~
エクセル画面の左上 ■ エクセル画面の左上

を選択することにより下記
【

を選択することにより下記;

ーlヽ 一

画面が表示されますO




